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2Wp-5　　　　コモンを有する戸建て住宅地の住環境管理に関する研究

　　　　　　　　　　　　　　　一　中京圏の事例　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜女大家政　斉藤広子

　【目的】：現在、戸建て住宅地における住環境管理として、従来のように各戸別または行

政に任せる方法ではなく、居住者によって共同で管理を行う必要性が高まっている。その

背景の一つに。共有空間（以下、コモンと呼ぶ）を有する戸建て住宅地が増えており、こ

れらの空間を居住者が共同で管理をすることが必要になってきていることがある。そこで、

本研究ではコモンを有する戸建て住宅地をとりあげて、住環境管理の実態を明らかにする。

　【方法】：中京圏におけるコモンを有する戸建て住宅地（9住宅地、10管理組合）を対象に。

管理方法等の資料収集、管理組合へのヒヤリング調査、外部観察調査を行った。

　【結果】: 9住宅地の全てで管理組合等の管理m織が結成されている。うち、２住宅地で

は複数の管理組合にわかれている。どの管理組合においても管理規約が作成されており。

コーポラティブ方式でつくられた３管理組合では居住者が参加し、管理規約が作成されて

いる。コモンの管理は居住者が主となり、「居住者で当番を決めたリ」「日を決めて居住

者が一斉に行う」等をしている。また、管理組合の管理の範囲はコモンに限定されず、各

戸の植栽の剪定・消毒や公園の清掃を行う等、専有空間や公共空間に広がっている。現在

の管理問題として。コモンについて「道路の補修」「植栽の手入れ」の負担が大きいこと、

コモンヘの「路上駐車」等があるが、コミュニティ形成については評価が高い。

2Wp－6 戸建て住宅地の住環境管理における居住者組織の役割

　　　　　　岐阜女大家政　○島屋由美子　斉藤広子　中野迪代

【目的】：戸建て住宅地において良好な住環境を維持・保全そして向上させていくために。

住環境管理が必要になってきている。住環境の管理は、土地の利用や。建物の形態のコン

トロールといったハードな面から、集会所の運営やペット問題や迷惑駐車等の共同生活の

ルールづくりなどのソフトな面まであり、これらの管理において自治会等のｒ居住者組織ｊ
の役割が重要である。そこで本研究では、自治会の活動を通して住環境管理における居住

者組織の役割を明らかにすることを目的としている。

　【方法i　:調査対象住宅地の岐阜県可児市に立地する桜ケ丘ハイツにおいて、自治会及び

開発会社、可児市都市計画課へのヒアリング調査（1993年5～7.1994年4月、10月）,居住

者へのアンケート調査（1993年9~ 10月）を行った。

　【結果】：調査対象住宅地では、自治会の役員は輪番制で行うことが原則となっており、

現在、桜ケ丘地区では約61%の居住者が「組長」「地区長」「役員」を経験しており、皐

ケ丘地区では約55％の居住者が「班長」または「委員」の役員を経験をしている。自治会

では、①日常的行っている活動は、ゴミ収集所の清掃管理、集会所の管理。回覧板の巡回、

防犯灯の取り替え等があり、②年単位で行っている活動は、地域のコミュニティを形成す

る行事があり、花いっぱい運動、運動会、夏まつり等を実施している。③自治連合会が中

心となって長期的に取り組んでいる問題については。地区計画策定委員会や迷惑駐車防止

プロジェクト、ショッピングセンター建設促進プロジェクト、ペット問題プロジェクト等

の各プロジェクト等を結成し取り組んでいる。
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